
 

ぎふ清流国体 羽島市売店募集要領 
     

１趣 旨 ぎふ清流国体羽島市売店設置要項及びぎふ清流国体羽島市売店営業規

程に基づき、大会に参加する選手・監督及び一般観覧者への便宜を図る

ため、売店出店者の募集を行う。 

２設置場所及び設置期間 設置場所及び設置期間は別表のとおりとする。 

３開設時間 原則として、開始：競技開始１時間前 

      終了：競技終了 30 分後まで 

４出店規模 屋外で１店舗あたり１ブース（ 10 ㎡ ＊２間×３間のテント半分以内） 

※１店舗で２ブース以上を希望する場合は、出店状況等を勘案し実行委

員会で調整。 

５出店料 ①市内に店舗を有する業者５，０００円 

②市内に店舗を有しない業者１０，０００円 

６市準備物 １ブース：テント０．５張、机４台、いす２脚 

※市準備物以外で必要な備品等は、各自で準備・撤去をすること。 

７販売品目 （１）国体関連グッズ 

   ＊国民体育大会標章又はぎふ清流国体マスコット「ミナモ」を 

使用した商品であり、それぞれ、日本体育協会又はぎふ清流国

体実行委員会の使用承認を受けている物。 

（２）スポーツ用品 

（３）郷土物産品 

   ＊岐阜県・羽島市の名産品として営業店舗等で販売している物。 

農産物、農産加工品、地酒、菓子などの土産品を含む。 

（４）食品類 

   ①製造加工品 

＊食品関係法令に規定する営業許可施設において製造･加工され

た物で、かつ容器包装等の衛生的な措置が講じられ、法令等の

規定に基づく表示がなされている物であること。 

販売対象品目は基本的に次のとおりとする。 

＊基本対象品目 

A) 弁当類 

B) パン類（＊調理パンについては適切な冷蔵保存  

がされていること） 

C) 飲料水（アルコール飲料は除く） 

D) 岐阜の郷土料理・岐阜の食材を使用した料理 

    ②現地調理品 



※売店において調理する食品は、あらかじめ営業許可施設にお

いて、カット等の下処理されたものを提供直前に加熱処理し

た物であること。 

（５）その他実行委員会が認める物 

８出店者条件 売店の出店者は次の条件を満たした者とする。 

（１） 原則として羽島市内に店舗または事務所を有し、申請時に１年

以上営業を継続していること。ただし、国体及び国体リハーサ

ル大会に出店実績がある場合は、この限りでない。 

（２） 開催期間中を通して出店すること。 

（３） 実行委員会が開催する出店者説明会に参加すること。 

（４） 法令等により許可又は登録を必要とする営業については、当該

許可又は登録を受けていること。 

（５） 法令等に違反し、過去１年間処分を受けていないこと。 

９選定方法 ぎふ清流国体羽島市売店設置要項及びぎふ清流国体羽島市売店営業規

程に基づき実行委員会が審査し、適格であると認めた者を選定する。 

10 出店申請書受付期間 ①受付期間：平成２４年３月１日（木）～４月２０日（金） 

②窓口受付日：月曜日～金曜日（国民の祝日を除く） 

③受付時間：8 時３０分～１７時１５分 

11 出店申請、問合せ先 出店希望者は所定の申請書に必要事項を記入・押印のうえ、添付書類と

ともに受付期間内に下記に提出すること。（申請書は、下記窓口で配布

しているほか、ぎふ清流国体・ぎふ清流大会羽島市実行委員会ホームペ

ージからダウンロードできる。） 

●〒501-6241 羽島市竹鼻町 226—2 

ぎふ清流国体・ぎふ清流大会羽島市実行委員会事務局 

（羽島市教育委員会スポーツ振興課国体推進室） 

電話：０５８－３９３－４６２２ 

12 その他 確認方法：ぎふ清流国体羽島市売店設置要項及びぎふ清流国体羽島市売

店営業規程を参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別表）ぎふ清流国体・ぎふ清流大会羽島市売店設置場所及び設置期間 

 

競技・種別 会  場 設置期間 ブース数 

デモスポ行事 

（グラウンド・ゴルフ） 

羽島市ふれあいの里みどり

の広場 

9月 30日（日） 2ブース 

ソフトボール 

（成年男子） 

羽島市運動公園 10月 6日（土）～ 

10月 8日（月・祝） 

6ブース 

ソフトボール 

（知的障がい） 

羽島市運動公園 10月 13日（土）～ 

10月 14日（日） 

6ブース 

 


